
裏

経
済
産
業
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
抜
す

い
）

第
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
に
対
し
、
報

告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
信
託
事
務
の
処
理
及
び
信
託
財
産
の
状
況

を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
検
査
を
す
る
場
合
に
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
身
分
証
明
書
を
携

帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
備
考
）
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
８
と
す
る
こ
と
。

様
式
第
三
（
第
五
条
関
係
）

収
入
印
紙

e
消
印
し
て
は

g
f
な
ら
な
い

h

算
定
割
当
量
の
振
替
申
請
書

年
月
日

環
境
大
臣

殿
経
済
産
業
大
臣

殿
申
請
者
住
所
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

印
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
算
定
割
当
量
の
振
替
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

振
替
元
口
座

口
座
番
号

（
ふ
り
が
な
）

口
座
名
義
人
の
名
称

振
替
先
口
座

口
座
番
号

（
ふ
り
が
な
）

口
座
名
義
人
の
名
称
※
１

備
考
※
２

平成˜ 年 月™Ÿ日 金曜日 (号外第™™›号)官 報

（
回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
移
転
及
び
」
を
「
移
転
、」に
改
め
、「
制
限
」
の
下
に
「
及
び
信
託
に
よ
る
回
路
配
置
利
用
権

に
つ
い
て
の
変
更
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
変
更
」
の

下
に
「
又
は
更
正
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
信
託
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

※
１
京
都
議
定
書
の
他
の
締
約
国
（
以
下
「
他
の
締
約
国
」
と
い
う
。）に
存
在
す
る
口
座
へ
の
算
定
割
当
量
の
振
替

を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
締
約
国
名
を
記
入
す
る
こ
と
と
す
る
。

※
２
国
の
管
理
口
座
へ
の
移
転
の
場
合
に
お
い
て
は
、
取
消
し
（
国
際
的
な
決
定
に
基
づ
き
、
算
定
割
当
量
を
京
都

議
定
書
第
三
条
に
基
づ
く
約
束
の
履
行
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
こ
と
を
い
う
。）を
目
的
と
す
る

移
転
又
は
償
却
（
国
際
的
な
決
定
に
基
づ
き
、
算
定
割
当
量
を
京
都
議
定
書
第
三
条
に
基
づ
く
約
束
の
履
行
に
用

い
る
こ
と
と
す
る
こ
と
を
い
う
。）を
目
的
と
す
る
移
転
の
別
を
備
考
欄
に
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
補

填
（
京
都
議
定
書
第
十
二
条
１
に
規
定
す
る
低
排
出
型
の
開
発
の
制
度
に
お
け
る
新
規
植
林
又
は
再
植
林
事
業
に

関
す
る
国
際
的
な
決
定
（
以
下
「
新
規
植
林
又
は
再
植
林
事
業
に
関
す
る
国
際
的
な
決
定
」と
い
う
。）に
基
づ
き
、

新
規
植
林
又
は
再
植
林
事
業
に
よ
り
認
証
さ
れ
た
算
定
割
当
量
と
同
じ
数
量
の
算
定
割
当
量
を
京
都
議
定
書
第
三

条
に
基
づ
く
約
束
の
履
行
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
こ
と
を
い
う
。）を
目
的
と
す
る
移
転
を
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
備
考
欄
に
記
入
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
無
償
で
国
の
管
理
口
座
に
算
定
割
当
量
を
移

転
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
も
併
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

〇
経
済
産
業
省

環

境

省
令
第
十
号

郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
及
び
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

環
境
大
臣

鴨
下

一
郎

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省

環

境

省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
三
号
、
第
二
十
三
条
第
三
号
、第
七
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中「
又

は
郵
便
局
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
郵
政
民
営
化
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省

環

境

省
令
第
十
一
号

信
託
法
及
び
信
託
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
政
令
等
の
整

備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令

第
百
四
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
割
当
量
口
座
簿
の
運
営
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

環
境
大
臣

鴨
下

一
郎

割
当
量
口
座
簿
の
運
営
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

割
当
量
口
座
簿
の
運
営
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省

環

境

省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
第
一
項
中
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
更
迭
」
を
「
変
更
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
令
第
十
六
条
」
を
「
令
第
十
五
条
又
は
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
か
ら
様
式
第
八
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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